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麻しん排除計画案について   

本計画は、世界保健機関が定めた目標（2012年までに我が国を含めたアジア西太平  

洋地域における麻しんを排除すること）を達成するため、また、その後の我が国における  

麻しん排除の状態を維持するため取り組むべき事項を予防接種に関する検討会として取り  

まとめたものである。   

概要は以下のとおり。  

1 95％以上の予防接種率の達成・維持のための取り組み  

（1）定期接種の充実  

①定期予防接種の対象を時限的に拡大（補足的接種の実施）   

麻しんワクチン接種を1回しか行っていない世代への2回目の接種機会を付与  

○ 対象年齢   13歳（中学3年）と18歳（高校3年生相当）  

○ 対象期間  5年間  

○ 使用ワクチン 麻しん風しん混合ワクチンを使用  

②予防接種を確実に行ってもらうための市町村の取り組み   

定期予防接種対象者に対する個別通知等の接種勧奨  

③予防接種率を高めるための文部科学省への協力依頼   

就学時健康診断における、罷患歴及び予防接種歴等の確認  

④接種を行いやすい環境作り  

○ 定期予防接種対象期間の最初の3ケ月間に積極的な接種勧奨の実施  

○ 中学生以上の場合の保護者の同伴要件の緩和  

○ 学校等で接種を行う場合の基準策定（個別接種実施の緩和）  

（2）任意接種の推奨  

①医療従事者、学校や福祉施設等の職員、大学生等への推奨   

②予防接種の啓発■情報提供  

○ テレビCM等の広報活動、検疫所での情報提供  

○ 旅行会社等を通じた情報提供（国土交通省との連携）  

2 評価体制の確重   

①麻しん発症の把握の充実  

○ 定点報告から全数報告に変更、届出基準の改正  

○ 文部科学省と連携し、学校休校、学級閉鎖等を把握   

②予防接種実施状況の把握の充実  

○ 麻しん及び風しん予防接種率の把握の迅速化  

○ 市町村が予防接種の実施状況を把握するためのソフトウェアの開発  

○ 副反応報告の迅速化  

3 麻しん発生時の迅速な対応   

麻しん患者発生時の都道府県等の迅速な疫学調査に資するための手引きや人材の養成  

4 実施体制の唾重   

①国に麻しん対策委員会を設置   

②地方自治体に麻しん対策会議等を設置   
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はじめに  

○我が国においては近年、周期的な流行はみられたものの、麻しん患者数は減   

少傾向を示していた。しかし、2007年に10代及び20代を中心とした年齢層   

で流行が生じ、多数の学校が休校措置を行うなど、社会的な混乱がみられた。  

○現在の10代及び20代は、麻しんワクチンを接種しておらず、かつ麻しんに   

羅患していない者が一定数存在すること、さらに1回目のワクチン接種で免   

疫を獲得できなかった者が5％未満存在し（primary vaccine fai［ure）、麻し   

ん患者の減少と共に自然感染のブースター効果（免疫増強効果）を受ける頻度   

が低くなったことから、免疫が徐々に減衰し、発症予防に十分な抗体を保有   

していない状態となっていたこと（secondary vaccine failure）が流行の原因   

と考えられた。  

○世界保健機関は、日本を含むアジア西太平洋地域において2012年までにこ   

の地域から麻しんを排除する目標を定めた。同じ地域である韓国は2006年に   

麻しん排除の宣言を行うに至っている。  

○麻しんは人から人へ感染しやすく、時に死に至る重大な疾患であり、国民の   

健康保持のため、排除することが必要であり、かつ排除しうるものであるこ   

とから、今般、2012年までの麻しん排除とその後の維持を目標にした麻しん   

排除計画を策定するものである。  
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麻しん排除に向けた計画  

95％以上の予防接種率の達成・維持のための取り組み  1．   

（ア）定期接種としての予防接種の積極的勧奨  

G）麻しんワクチン接種1回世代への2回目の接種機会の付与  

厚生労働省は、今まで麻しんワクチンを1回しか受けていない世代に   

対して、補足的接種として2回目の予防接種を受ける機会を設ける。  

1）対象者  

中学1年生と高校3年生に相当する年齢の者を対象とする（ただし、   

麻しん及び風しんに既に羅患した者及びそれぞれのワクチンを2回   

接種した者を除く）。  

2）実施期間   

5年間行うこととする。  

3）使用ワクチン  

麻しん対策と同時に風しん対策を行うため、原則として麻しん風し   

ん混合ワクチンを用いることとする。  

4）ワクチンの接種スケジュ」ル  

接種対象者に対する接種期間を各年度（4月1日から3月31日まで）   

とし、その1年間の中でも年度当初（4月から6月までの3ケ月間）   

を推奨される接種期間とする。  

5）必要なワクチンの確保  

厚生労働省は、補足的接種を含む定期予防接種に必要となるワクチ   

ン及び試薬類の必要量の生産を製造メーカーに依頬する。  

②予防接種を確実に行ってもらうための市区町村の取り組み  

－2－   



厚生労働省は、予防接種法に基づく予防接種の実施主体である市区町  

村に対して以下の取り組みを依頼する。  

自治体の広報等、不特定多数への周知のみでなく、定期予防接種対象  

者に対する個別通知を含めた確実な周知  

1歳6か月健診及び就学時健診における未接種児の把握と接種勧奨  

各定期接種対象期間の中間時におけるワクチン接種の有無の把握と  

未接種者に対する再度の接種勧奨  

③予防接種率を高めるための文部科学省への協力依頼   

厚生労働省は、文部科学省に対し、予防接種法に基づく定期予防接種  

の接種率が向上するよう、以下の取り組みを依捜する。  

就学時健康診断における、罷患歴及び予防接種歴の確認、定期予防接  

種を受ける必要のある者に対する指導及び指導後の結果の確認  

新たに定期予防接種の対象となる児童生徒に対する定期健康診断に  

おける、羅患歴及び予防接種歴の確認、定期予防接種の対象となる場  

合の指導及び指導後の結果の確認  

④接種を行いやすい環境作り  

厚生労働省は、予防接種法に基づく予防接種が受けやすい環境作りを   

行うため、以下の取り組みを行う。  

予防接種を受ける対象者が中学生以上の看で、保護者の同伴が困難な  

場合に、事前に保護者に対し十分な予防接種の必要性と、副反応等の  

情報提供を行うことを前提とし、保護者の同伴要件の緩和を行う。  

麻しんの補足的接種について、個別接種が原則であるが、学校等で接  

種を行う場合には、学校医等とも連携した上で行うこと、また、安全  

面等で遵守すべき事項について別途定め、周知する。  

少しでも早い免疫能の獲得と、複数回め接種勧奨を行う時間的余裕を  

残すため、定期予防接種対象期間の最初の3ケ月以内に接種を行うよ  

う市町村に働きかける。  

日本医師会や日本小児科学会、日本小児科医会、日本小児保健協会等  

に対し、定期接種が円滑に行われるよう依頼する。  

（イ）任意接種としての接種の推奨  
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以下の様々な場及び機会を通じて、予防接種記録の確認、勧奨されて  

いる予防接種を受けていない未羅患者に対する接種を促すため、情報提  

供及び再度の予防接種歴の確認を行う。  

（D医療従事者に対する推奨   

厚生労働省は、日本医師会等の関係団体に対し、医療従事者に予防接   

種の推奨を行うよう依頼する。  

②学校の職員への推奨   

厚生労働省は、以下の機会を活用した予防接種の推奨を行うよう文部   

科学省に依頼する。  

学校の職員に対する定期健康診断の機会  

③福祉施設等の職員への推奨   

厚生労働省は、保育所等の児童福祉施設等に対し、以下の機会を活用   

して予防接種の推奨を行うよう依頼する。  

児童福祉施設等の従事者に対し、定期健康診断の機会  

④その他の学生等に対する推奨  

厚生労働省は、文部科学省を通じ、学校が以下の機会を活用して予   

防接種の推奨を行うよう依頬する。  

・教育■医療・福祉に関連する大学の学部等及び専修学校の実習の機会  

・海外への修学旅行等、学校として海外渡航を行う機会  

⑤医療機関受診者に対する推奨  

厚生労働省は、日本医師会、日本小児科学会、日本小児科医会、日本   

内科学会、日本小児保健協会等の学会に対し、患者の初診の機会を通じ、   

予防接種の推奨を行うよう依頼する。  

（ウ）その他   

（む予防接種の啓発・情報提供  

厚生労働省は関係機関と連携し、以下の様々な方法を通じて、予防接   

種の重要性及び起こりうる副反応（特に妊娠との関係を含む）に関し、積  
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極的かつ継続的に情報提供を行う。  

テレビCMや報道提供等メディアを通じた広報活動  

接種対象者に対して予防接種を積極的に勧奨又は推奨する際に利用  

する情報提供のための冊子等の媒体の用意  

検疫所を活用した海外渡航者に対する情報提供  

国土交通省と連携し、旅行会社等を通じた情報提供  

中学校を卒業後、高校に進学せず就職した者等に対する情報提供  

②予防接種の証明に関する情報   

○厚生労働省は、予防接種歴の確認を容易にする環境作りを行う。  

○厚生労働省は、市町村が予防接種の履歴を電子媒体等に保存してお   

き、本人の求めに応じて定期予防接種歴に関する情報を提供できるよ   

うなソフトウェアを国立感染症研究所において開発し、希望する市町   

村が無料で利用できるようにする。  

③集団生活を送る児童・生徒等に対する麻しんに関する情報提供   

厚生労働省は、文部科学省に依頼し、以下の者に対し、定期健康診断  

等の機会を利用し、羅患歴及び予防接種歴を確認し、末尾愚かつ麻しん  

の予防接種を必要回数接種していない場合、疾患としての麻しんの情報  

や麻しんの予防接種についての情報提供を行う。  

大学、専修学校等の学生のうち入学年次にあたる者   

幼稚園の幼児に対し、入園年次にあたる者  

補足的予防接種期間の終了後、小学校、中学校、高等学校、高等専  

門学校等の児童、生徒、学生の入学年次にあたる者  

④福祉施設等において集団生活を送る者に対する麻しんに関する情報   

提供   

厚生労働省は、以下の者に対し、それぞれの機会を利用し、羅患歴及   

び予防接種歴を確認し、未羅患かつ麻しんの予防接種を必要回数接種し   

ていない場合、疾患としての麻しんの情報や麻しんの予防接種について   

の情報提供を行う。  

保育所等の児童福祉施設等にて集団生活を行う者に対する入所の機  
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A  
芯  

職業訓練施設等における訓練生及び学生に対し、その入学の機会  

2． 評価体制の確立  

（ア）麻しん発症の把握  

○厚生労働省は感染症法施行規則を改正し、麻しん排除に資するより  

正確な情報を得るため麻しん及び風しんの発生状況について、現行の  

定点報告から全数報告に変更する。  

○厚生労働省は日本医師会を通じて、麻しんを臨床診断した医師が24   

時間以内を目標に報告を行うこと及び、臨床診断例についてもできる   

だけ検査室診断をし、その結果についても保健所に報告するよう依捜   

する。また、届出に併せて麻しん診断例について、予防接種歴も報告   

するよう依頼する。  

○厚生労働省は感染症法施行規則を改正し．、麻しんを診断した医師が   

臨床診断による報告もしくは検査室診断で確定診断した症例につい   

て保健所に報告を行うようにする（届出基準案は別添1、2参照）。我   

が国における麻しん患者数が減少してきた場合には、原則として検査   

室診断で確定診断した症例のみを報告するようにする。  

○厚生労働省は、文部科学省と連携し、学校保健法に基づく学校の休   

校、学級閉鎖等の数を把握することを継続する。  

（イ）予防接種実施状況の把握  

①予防接種の実施の評価に資する情報の把握  

○厚生労働省は、迅速に麻しん及び風しん予防接種率を把握するため、  

保健所長からその率につき、都道府県を通して情報提供を依頼する。  

○厚生労働省は、地方自治体に設置される地域麻しん対策会議等が、   

定期予防接種の実施の評価を行うために、以下の情報を把握するこ   

とができるよう、文部科学省に協力を依捜する。  
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学校の設置者及び学校が把握する、幼児、児童、生徒の予防接種  

率に関する情報  

②予防接種の状況を把握するソフトウエアの開発   

○厚生労働省は、市町村の予防接種の状況把握及び接種勧奨を容易に  

する環境作りを行うため、予防接種台帳として機能するソフトウェ  

アを国立感染症研究所において開発し、希望する市町村が無料で利  

用できるようにする。  

③副反応報告の迅速化   

○厚生労働省は、予防接種により副反応が生じた際に行われている副  

反応報告を改良し、重篤な副反応は直ちに地方麻しん対策会議等及  

び国に報告される仕組みを構築する。  

亭 麻しん発生時の迅速な対応  

○厚生労働省は国立感染症研究所において、麻しん患者が発生した場  

合、感染症法第15条に基づきその状況、動向及び原因の調査を行う  

実施主体である都道府県、政令市及び特別区が迅速に行えるよう、自  

治体が麻しん流行時に対応できる手引きの作成及び要請された人員  

派遣に応えられる人材の養成を行う。  

4．実施体制の確立  

（ア）国の麻しん対策委員会（Nationalmeas［ese［imination   

committee）の設置と役割  

○厚生労働省は文部科学省の協力を得て、感染症の専門家、医療関係者、   

保護者、都道府県の担当者、ワクチン製造業者及び学校関係者からなる   

「麻しん対策委員会（仮称）」を設置し、本排除計画の実施状況につい   

て毎年評価・公表し、計画の見直しについて必要な提言を行うことと   

する。  
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（イ）地方自治体の地方麻しん対策会議等の設置   

○厚生労働省は各都道府県が、国の計画を基本として、各地域における   

麻しんの排除に取り組み、定期的に、学校の協力を得ながら、麻しん   

の発生動向、定期接種対象者の接種率及び重篤な副反応報告等を把   

握・公表し、地域における計画の進捗状況を評価し、必要な対応を行  

うよう促す。  

○また、麻しん排除に向けては、行政だけでなく、感染症の専門家、医  

療関係者、保護者、学校関係者等と協働した取り組みが重要であること  

から、厚生労働省は各都道府県に対し、これら関係者からなる対策会議  

の開催等、地域における関係者との連携・協力体制の整備を促す。  
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別添1－1  

00 麻しん  

（1）定義  

麻しんウイルスによる急性熱性発疹性疾患である。  

（2）臨床的特徴   

．潜伏期は通常10～12日間であり、症状はカタル期（2～4日）には380c前後の発熱、咳、  

鼻汁、くしやみ、結膜充血、眼脂、蓋明などであり、熱が下降した頃に頬粘膜にコプリック斑が  

出現する。発疹期（3～4日）には一度下降した発熱が再び高熱となり（39～400c）、特有  

の発疹（小鮮紅色斑が暗紅色丘疹、それらが融合し網目状になる）が出現する。発疹は耳後部、  

頚部、顔、体幹、上肢、下肢の順に広がる。回復期（7～9日）には解熱し、発疹は消退し、色  

素沈着を残す。肺炎、中耳炎、クループ、脳炎を合併する場合がある。麻しんウイルスに感染後、  

数年から十数年以上経過してSSPE（亜急性硬化性全脳炎）を発症する場合がある。  

なお、上記症状を十分満たさず、一部症状のみの麻しん（修飾麻しん）もみられることがある。  

これはワクチンによる免疫が低下してきた者に見られることが多い。  

（3）届出基準  

ア 患者（確定例）  

医師は、（2）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から麻しんが疑われ、かつ、  

（4）の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出  

を7日以内に行わなければならない。  

イ 感染症死亡者の死体  

医師は、（2）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から麻しんが疑われ、  

かつ、（4）の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定による  
届出を7日以内に行わなければならない。  

（4）届出のために必要な要件  

ア 麻しん（検査診断例）  

届出に必要な臨床症状の3つすべてを満たし、かつ、届出に必要な病原体診断のいずれかを満  

たすもの。  

イ 麻しん（臨床診断例）  

届出に必要な臨床症状の3つすべてを満たすもの。  

り 修飾麻しん（検査診断例）  

届出に必要な臨床症状の1つ以上を満たし、かつ、届出に必要な病原体診断のいずれかを満た  

すもの。  

届出に必要な臨床症状  

届出に必要な病原体診断  

検査方法   検査材料   

分離・同定による病原体の検出   咽頭拭い液、血液、髄液   

検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出   

抗体の検出（IgM抗体の検出、ペア血清での抗体陽転  血清   

又は抗体価の有意の上昇）   
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1．麻しんについては、診断を行った医師は7日以内に届出をしていただくこととなっておりますが、麻しんに対するよ   

り迅速な行政対応に資するため、麻しんを診断した医師は24時間以内を目処に最寄りの保健所への届出を行っていた   

だくようお麻いします。  

2．臨床診断例については、届出後であっても可能な限り検査診断を実施し、その結果について最寄りの保健所に報告し   

ていただくようお厭いします。  

別記様式00  

麻   し   ん  発  生  届   

都道府県知事（保健所設置市・特別区長） 殿   

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項（同条第6項において準用する場合を含む。）の規  

定により、以下のとおり届け出る。  

報告年月日車日  

医師の氏名 ∵  

（署名又は記名押印のこと）  

従事する病院・診療所の名称  

上記病院t診療所の所在地（※）  
電話畳呈上整L 

（※病院・診療所に従事していない医師にあっては、その住所・電話番号を記載）  

（死体）の類型  1診断（検案）した者   

患者（確定例）・感染症死亡者の死イ本  

病  型   11感染原因・感染経路・感染地域   

しん（検査診断例）2）麻しん（臨床診断例）  

弥麻しん（検査診断例）   （‡）感染原因・感染経路（確定・推定）   

・発熱・咳・鼻汁・結膜充血・甘即旨  
・コプリツク斑・発疹・肺炎・中耳炎  1飛沫・飛沫核感染（感染源の種類・状況：   

・腸炎 ・ウノレープ ・脳炎   

・その他（  ）  2 接触感染（接触した人・物の種類・状況：  

・分離同定による病原体の検出  

検体：咽頭拭い液・血液・髄液・その他（ ）   3 その他（   

遺伝子型：（   ）  

・検体から直接のPCR法による病原体の検出  

検休：咽頭拭い液・血液・髄液・その他（ ）   

遺伝子型：（  ）  1 日本国内（  都道府県  市区町村）   

・血清IgM抗体の検出   2 国外（  国   

・ペア血清での抗体の検出  詳細地域  
）  

結果：抗体陽転・抗体価の有意上昇  

検査方法：（   ）                  ③淋しん含有ワクチン接種歴   

・その他の検査方法（  ）  1回目 有（  歳）・無・不明   

検体（  ）   ワクチンの種類（麻しん単抗原・MR・MMR）   

結果（  ）   接種年月日（S・H  年  月  日）   

・臨床決定（  ）   製造会社／Lot番号（  ／  ）   

初診年月日  平成 年 月  日  2回目 有（  歳）・無・不明   

診断（検案（※））年月日   平成  年  月  日   ワクチンの種類（麻しん単抗原・MR・MMR）   

感染したと推定される年月日 平成 年 月  日   接種年月日（S・H   年  月  日）   

発病年月日（＊）  平成 年 月 日  製造会社／Lot番号（  ／  ）   

死亡年月日（※）  平成 年 月 日  

（1，2．4．5，11欄は該当する番号等を0で囲み、3，6から10欄は年齢、年月日を記入すること。  

（※）欄は、死亡者を検案した場合のみ記入すること。  

（＊）欄は、患者（確定例）を診断した場合のみ記入すること。4，5欄は、該当するものすべてを記載すること。）  
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00 風しん  

（1）定義  

風しんウイルスによる急性熱性発疹性疾患である。  

（2）臨床的特徴  

飛沫感染により感染し、潜伏期は通常2～3週間である。冬から春に流行する。症状は、小   

紅斑や紅色丘疹、リンパ節腫脹（全身、特に頚部、後頭部、耳介後部）、発熱を三主徴とする。   
リンパ節腫脹は発疹出現数日前に出現し、3～6週間で消退する。発熱は38～390cで、3日   

程度続き、皮疹も3日程度で消退する。脳炎、血小板減少性紫斑病を合併することがある。  

妊婦の風しんウイルス感染が、先天性風しん症候群の原因となることがある。  

（3）届出基準   

ア 患者（確定例）  

医師は、（2）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から風しんが疑われ、かつ、  

（4）の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出  

を7日以内に行わなければならない。  

イ 感染症死亡者の死休  

医師は、（2）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から風しんが疑われ、  

かつ、（4）の届出に必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定による  

届出を7日以内に行わなければならない。  

（4）届出のためl享必要な要件  

ア 検査診断例  

届出に必要な臨床症状の1つ以上を満たし、かつ、届出に必要な病原体診断のいずれかを満た  

すもの。  

イ 臨床診断例  

届出に必要な臨床症状の3つすべてを満たすもの。  

届出に必要な臨床症状  

届出に必要な病原休診断  

検査方法   検査材料   

分離・同定による病原体の検出   咽頭拭い液、血液、髄液   

検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出   

抗体の検出（IgM抗体の検出、ペア血清での抗体陽転  血清   

又は抗体価の有意の上昇）   
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別記様式00  

風   し   ん  発  生  居   

都道府県知事（保健所設置市・特別区長） 殿   

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項（同条第6項において準用する場合を含む。）の規  

定により、以下のとおり届け出る。  

報告年月日射 日  

医師の氏名  印  

（署名又は記名押印のこと）  

従事する病院■御  

上記病院・診療所の所在地（※）  

電話番号（※）  （  ）  

（※病院・診療所に従事していない医師にあっては、その住所・電話番号を記載）  

1 診断（検案）した者（死体）の類型  

患者（確定例） 一恵染症死亡者の死体  

病  型   11 感染原因・感染経路・感染地域   

2）臨床診断例   

・発熱・リンパ節腫脹  （王）悪染原因・感染経路（確定・推定）  

掴節炎・血小板減少性紫斑病・脳炎  
ロ   1飛沫・飛沫枝盛染（感染源の種類・状況：  

2 接触感染（接触した人・物の種類・状況：  

による病原体の検出   

】国頭拭い液・血液・髄i夜・その他（ ）  

．直接のPCR法による病原体の検出  3 その他（  

咽頭拭い液・血i夜・髄液・その他（ ）  

M抗体の検出  

Fでの抗体の検出  
（g感染地域（確定・推定）  

五体陽転・抗体価の有意上昇  1 日本国内（  都道府県  市区町村）  

去：（ ）  国  

検査方法（ ）  

詳細地域  ）   

（  ）  

（  

）  

（  

）   歳）・無・不明・  

日  平成年月日  
ワクチンの種類（風しん単抗原・MR・MMR）  

（※））年月日平成年月日  接種年月日（StH  年  月  日）  

推定される年月日平成年月日  製造会社／Lot番号（  ／  ）  

（＊） 平成年月日  2回目 有（  歳）・無・不明・  

（※） 平成年月日  ワクチンの種類（風しん単抗原・MR・MMR）  

接種年月日（S・H  年  月  日）  

製造会社／Lot番号（  ／．  ）   

1）検査診断例、  

関節痛・関  

・その他（  

検体から  こ
の
届
出
は
診
断
か
ら
7
日
以
内
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
 
 
 

診
断
方
法
 
 

血清Ig  

ペア血清  

検査方王  

6 初診年月  

7 診断（検案  

8 感染したと  

9 発病年月日  

10 死亡年月日  

（1，2．4，5，11欄は該当する番号等を○で囲み、3．6から10欄は年齢、年月日を記入すること。  

（※）欄は、死亡者を検案した場合のみ記入すること。  

（＊）欄は、患者（確定例）を診断した場合のみ記入すること。  

4，5欄は、該当するものすべてを記載すること。）  
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資料4－2  

「予防接種法施行令の一部を改正する政令」に関する御意見募集について  

平成19年10月23日  

厚生労働省健康局結核感染症課  

1 背景・趣旨   

本年、10代及び20代で麻しんが流行したことに鑑み、平成18年4月1日か   

ら施行した麻しん及び風しんの2回接種制度に加えて、同一年代が集団で生活し、   

かつ麻しんの予防接種を1回しか受けていない年代に、抗体を付与するための補   

足的な接種として以下の対象者に対し、2回目の予防接種を受ける機会を設ける   

ものである。  

併せて、風しんについても、感染力及び個人の重症化の点では麻しんほどでは   

ないが、妊婦が妊娠初期に風しんに羅患した場合、その胎児に先天性風しん症候   

群が発生する可能性もあることから、風しんについても、この2回目の予防接種   

の対象とし、流行の発生を予防するものとする。  

2 政令案の概要等  

（l）概要  

麻しん及び風しんについて、平成20年4月1日から平成25年3月31日まで   

の間、次の者を定期の予防接種の対象者として追加するものである。  

113歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にあるもの  

（中学1年生に当たる者が中学1年生の間に接種を受けることができる）  

2 18歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にあるもの  

（高校3年生に当たる者が高校3年生の間に接種を受けることができる）  

（2）施行期日  

公布日に施行   



意見募集要領  

予防接種法施行令の一部を改正する政令に関する御意見募集について  

平成19年10月23日  

厚生労働省健康局結核感染症課   

現在、予防接種法施行令について、当該政令に規定する麻しん及び風しんの定期の予防  

接種の対象者について、別紙のとおり追加することを検討しています。   

っきましては、広く意見を募集いたしますので、ご意見のある場合には、下記により提  

出してください。   

なお、提出いただいた意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願  

います。  

1 意見の提   

意見書（別紙様式）に氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及  

び主たる事務所の所在地）、並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス）を明記  

の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。   

ご記入いただいた氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主  

たる事務所の所在地）、並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス）は、提出意  

見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。   

なお、意見書は、日本語で記入してください。  

（1）電子メ・－ルを利用する場合   

電子メ・－ルアドレス：meaSIesp］an＠mhlw．goJp   

厚生労働省健康局結核感染症課予防接種係 あて  

※ メールの件名を「予防接種法の一部を改正する政令について」としてください。  

※ メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル（ファイル形式はテキスト   

ファイル、マイクロソフトWordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル）   

として提出してください。  

なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBとなっていますので、それを超   

える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。  

（2）郵送する場合  

〒100－8916 東京都千代田区霞が関1－2－2  

厚生労働省健康局結核感染症課予防接種係 あて  

－1－   



（3）FAXを利用する場合  

FAX番号：03－3581－6251  
厚生労働省健康局結核感染症課予防接種係 あて  

2 意見提出  

平成19年11月21日（水）17：00（必着）   

（郵便についても、募集期間内の必着とします。）  

3 留意事   

提出されました意見は、とりまとめの上、電子政府の総合窓口［e－Gov］パブリック  

コメント■意見募集案内（http：／／www．e－gOV．gO．jp）の「パブリックコメント欄」に掲載  

するほか、厚生労働省健康局結核感染症課において配布します。   

意見を提出された方の氏名（法人等にあってはその名称）その他属性に関する情報を  

公表する場合があります（匿名希望、及びご意見も含めた全体について非公表を希望す  

る場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。）。  

－■ 一▼－ －■ － － － － －－一・一一 － － － － ■－ －・▲－ －▲ 一－ － － － －－ －一 一 －－ － － － － － －・－ 一一 ▲－ ▲■】一 一 －■ － ■－ － － － － － － － － －－ － 一 一一 － － ■－ －－ 一 一－ 一 一 一 一－ －－ ■－ － － ‾■■ ‾ ‾‾ ‾ ‾  

；照会先窓口  

‡厚生労働省健康局結核感染症課予防接種係  
I 

l  

TEL番号：03－5253－1111（代表）（内線：2385）：  
l  

FAX番号：03－3581－6251  
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別紙様式  

意 見 書  

平成  年  月  日  

厚生労働省健康局結核感染症課 あて  

郵便番号：〒  

住  所：  

氏名（注1）：  

電話番号：  

電子メールアドレス：  

「予防接種法施行令の一部を改正する政令」に関して意見を提出いたします。  

（以下に意見を記載する。別紙に記載する場合は「別紙に記載」と記載し、意見を記載し  

た別紙を添付する。）  

注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。  

注2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙に記載する場合はページ  

番号を記載すること。  
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